
感染症集団発生時の対応

福祉保健課 健康づくり係



集団感染を疑うとき

• 週明け、児童の体調不良や欠席が増えた
• 発熱、鼻水の症状の子もいれば、嘔吐・下痢の子もいる
• 普段より、下痢症状の人が多い



集団発生時の対応が必要な理由

• 集団生活の中では、感染症がまん延しやすい
例えば 同じ空間で一緒に過ごす…飛沫感染

同じ物を使う…接触感染

• 乳幼児や高齢者、その他基礎疾患を持つ者等は
感染症の重症化リスクが高い場合がある。



施設における報告基準
（１） 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われ
る死亡者又は重篤患者が１週間内に２人以上発生した場合
（２）同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる
者が１０人以上又は全利用者の半数以上※保育施設は２割以上発生し
た場合（インフルエンザ、ノロウイルス、新型コロナウイルス等）

（３）上記に該当しない場合があっても、通常の発生動向を上回る感
染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
（４）「感染症法に定める感染症（一類～三類）及び 麻疹・風し
ん 」については、１人でも発生及びその疑いのある場合

（社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について 平成17年2月22日発 一部抜粋）

一時期に発生した同一の感染症の累計です
（その日に発生した人数ではありません）

（感染症発生時の報告について（通知） こども青少年局 令和５年５月2日発 一部抜粋）



参考

（感染症発生時の報告について（通知） こども青少年局 令和５年５月2日発 一部抜粋）



（神奈川県衛生研究所 図１：感染症発生状況の監視（サーベイランス）の目的）

早期対応により感染拡大を防ぐ



報告の流れ（保育園）

①南区福祉保健センターこども家庭支援課 こども家庭係へ
「感染症等発生報告書」をFAXで提出

※提出時に必ず電話をお願いします※

②こども家庭支援課から福祉保健課へ転送

新型コロナウイルス，インフルエンザ，ノロウイルス等

南福祉保健センターこども家庭支援課
電話：045-341-1149 FAX：045-341-1145



感染症等発生報告書の記載例



報告の流れ（高齢施設等）

①南福祉保健センター福祉保健課健康づくり係へ

「積極的疫学調査票」をメールまたはＦＡＸで送付して報告

※提出時に必ず電話をお願いします※

②介護事業者は健康福祉局所管課にも報告

※所管課は健康福祉局の

ホームページをご覧ください

インフルエンザ，ノロウイルス等

南福祉保健センター福祉保健課健康づくり係
電話：045-341-1185 FAX：045-341-1189
メール（mn-kansen@city.yokohama.jp）

mailto:mn-kansen@city.yokohama.jp


積極的疫学調査票の記載例



報告の流れ（高齢施設等）
新型コロナウイルス

①「介護事業所・高齢者施設・障害者施設等における感染状況報告」を記載

②以下へメール送信

【宛先】南福祉保健センター福祉保健課健康づくり係
（ mn-kansen@city.yokohama.jp ）

【CC】健康福祉局障害福祉部
（kf-covid19@city.yokohama.jp）

障害者施設

【宛先】南福祉保健センター福祉保健課健康づくり係
（ mn-kansen@city.yokohama.jp ）

【CC】健康福祉局高齢障害福祉部
（kf-corona@city.yokohama.jp）

介護事業所
高齢者施設

mailto:mn-kansen@city.yokohama.jp
mailto:kf-covid19@city.yokohama.jp
mailto:mn-kansen@city.yokohama.jp
mailto:kf-corona@city.yokohama.jp


介護事業所・高齢者施設・障害者施設等における
感染状況報告の記載例



感染症の調査時に確認したい項目(1)

① 初発の人の発症から調査時までの経過
・発症日時、嘔吐・下痢した場所
・発熱や他の症状の有無
・受診の有無と診断内容や投薬の内容
・施設利用状況
② 他に発症している人の有無と経過
③ 職員の体調、業務担当

・定期検便検査の実施日とその結果



感染症の調査時に確認したい項目(2)

④ 吐物・汚物の処理状況、消毒の有無
・消毒は何を使ったか、その方法
⑤ 施設内見取り図

・嘔吐した場所や職員の動線の確認
・発症者の位置的な偏り
(近い部屋の人、トイレ利用が一緒、等)

⑥ 献立表
・食中毒の可能性も視野に入れる
⑦ 行事予定表

・行事で食べ物を作ったりしていないか
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